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（ 公 印 省 略 ） 

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

等の改定について（通知） 

平素より、地方公共団体における情報セキュリティ対策の徹底について、御理解と

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

総務省では、令和６年７月から「地方公共団体における情報セキュリティポリシー

に関するガイドラインの改定等に係る検討会」を開催し、「地方公共団体における情報

セキュリティポリシーに関するガイドライン」（以下「ガイドライン等」という。）の

改定について検討を重ね、この度、ガイドライン等を改定しましたので、通知します。 

各地方公共団体において策定されている情報セキュリティポリシー（以下「ポリ

シー」という。）は、地方公共団体において保有する情報資産を適切に管理し、高度

化・巧妙化するサイバー攻撃や人的な要因による個人情報の漏えい等から情報資産を

守る上で重要なものとなります。その運用においては、策定したポリシーの内容が遵

守されているか定期的に点検を行うとともに、今回のガイドライン等の改定を踏まえ、

ポリシーの内容について適宜見直しを行っていただくようお願いいたします。 

併せて、各都道府県におかれては、貴都道府県内の一部事務組合等にも、この旨周

知されるようお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に基づく

技術的な助言であることを申し添えます。 

殿 



 

１.令和７年3月におけるガイドライン改定の概要について 

  別紙１をご参照ください。 

 

２.民間事業者への要請について 

   総務省では、別紙７のとおり、民間事業者に対しても、今回のガイドライン等の

改定の内容を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を実施の上、地方公共団体に対

してサービス・製品等の提案等を行っていただくよう要請しております。 

 

＜送付資料＞ 

・別紙１ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

等の改定について 
・別紙２ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 
・別紙３ 「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」 
・別紙４ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 
     別紙 マイナンバー利用事務系に係る画面転送の方式について 

※一部非公表の内容を含むため取扱いに留意すること（NDAを締結した

事業者への共有は可）。 
・別紙５ 「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」 
     別紙 マイナンバー利用事務系に係る画面転送の方式について 
     参考資料 「マイナンバー利用事務系に係る画面転送の方式」監査項目 
・別紙６ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 

（改定案）等に対する地方公共団体への意見照会の結果について 
・別紙７ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

等の改定に伴うセキュリティ対策の徹底ついて（要請） 
・参考資料「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

ン」（改定案）等に対する自治体意見照会の結果について 
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